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三 

 
衆
議
院
議
員
田
口
一
男
君
提
出
住
友
重
機
及
び
そ
の
関
連
企
業
の
富
田
機
器
、
日
特
金
属
の
労
使 

紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

住
友
重
機
械
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
住
友
重
機
」
と
い
う
。
）
に
は
、
従
来
、
全
日
本
造
船
機
械
労
働
組
合

浦
賀
分
会
（
以
下
「
浦
賀
分
会
」
と
い
う
。
）
、
同
玉
島
分
会
（
以
下
「
玉
島
分
会
」
と
い
う
。
）
及
び
総
評
全
国
金
属

労
働
組
合
住
友
重
機
械
支
部
（
以
下
「
住
友
重
機
支
部
」
と
い
う
。
）
の
三
労
働
組
合
（
以
下
「
旧
三
労
組
」
と
い

う
。
）
が
あ
つ
た
が
、
浦
賀
分
会
及
び
玉
島
分
会
に
お
い
て
、
昭
和
四
十
六
年
春
こ
ろ
か
ら
組
合
執
行
部
の
方

針
に
批
判
的
な
グ
ル
ー
プ
が
い
わ
ゆ
る
「
民
連
」
（
民
主
化
総
連
合
）
を
結
成
し
、
こ
の
活
動
等
を
め
ぐ
つ
て
組

合
内
部
の
対
立
が
激
し
く
な
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
全
日
本
造
船
機
械
労
働
組
合
（
以
下
「
全
造
船
機
械
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
入
月
、
い
わ
ゆ 



2 

こ
う
し
た
動
き
を
め
ぐ
り
住
友
重
機
側
に
よ
る
支
配
介
入
等
が
あ
つ
た
と
し
て
、
旧
三
労
組
側
か
ら
、
関

係
の
地
方
労
働
委
員
会
、
地
方
裁
判
所
等
に
対
し
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
、
仮
処
分
申
請
等
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
旧
三
労
組
組
合
員
の
解
雇
問
題
、
新
就
業
規
則
の
適
用
問
題
、
組
合
専
従
者
の
原
職
復
帰
問
題

等
を
め
ぐ
つ
て
、
旧
三
労
組
側
と
住
友
重
機
側
と
の
間
に
紛
争
が
続
い
て
お
り
、
現
在
、
こ
れ
ら
の
事
案
に

つ
い
て
も
、
関
係
の
地
方
労
働
委
員
会
及
び
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
等
が
行
わ 

る
「
民
連
」
グ
ル
ー
プ
の
組
合
員
に
対
し
、
統
制
違
反
を
理
由
と
し
て
権
利
停
止
を
含
む
処
分
を
行
つ
た
が
、

こ
れ
に
反
発
す
る
組
合
員
は
、
同
年
九
月
、
浦
賀
分
会
及
び
玉
島
分
会
と
は
別
に
、
新
た
に
、
住
友
重
機
械

工
業
労
働
組
合
及
び
住
友
重
機
械
玉
島
労
働
組
合
を
結
成
し
た
。 

他
方
、
住
友
重
機
支
部
の
新
居
浜
支
部
等
に
お
い
て
も
組
合
執
行
部
批
判
等
の
動
き
が
あ
り
、
昭
和
四
十

七
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
住
友
重
機
支
部
の
大
会
に
お
い
て
、
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
（
以
下
「
全
国
金

属
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
脱
退
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
組
合
の
名
称
を
住
友
重
機
械
労
働
組
合
に
変
更
し
た
。 

四 

 



三
及
び
八
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

1 

地
方
労
働
委
員
会
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
全
国
金
属
、
全
造
船
機
械
等
か 

住
友
重
機
の
関
連
企
業
で
あ
る
日
特
金
属
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
日
特
金
属
」
と
い
う
。
）
及
び
株
式
会
社
富

田
機
器
製
作
所
（
以
下
「
富
田
機
器
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
従
来
、
全
国
金
属
系
の
労
働
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ

組
織
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
特
金
属
に
お
い
て
は
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
に
企
業
内
労
組
の
日
特
金
属
労
働

組
合
が
、
富
田
機
器
に
お
い
て
は
昭
和
四
十
八
年
四
月
に
企
業
内
労
組
の
富
田
機
器
労
働
組
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ

新
た
に
結
成
さ
れ
、
現
在
、
両
社
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
労
働
組
合
が
存
在
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
新
組
合
の
結
成
に
当
た
り
、
会
社
側
の
支
配
介
入
が
あ
つ
た
と
し
て
、
全
国
金
属
側
か
ら
、
関
係
の

地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



2 

裁
判
所
に
対
す
る
仮
処
分
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
全
国
金
属
、
全
造
船
機
械
等
か
ら
、
昭
和
四
十
六
年
一

月
か
ら
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
、
住
友
重
機
等
を
被
申
請
人
等
と
し
て
、
三
十
件
の
仮
処
分
申

請
等
が
行
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
決
定
又
は
命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
九
件
（
そ

の
う
ち
五
件
に
つ
い
て
住
友
重
機
か
ら
の
異
議
申
立
て
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
。
）
、
和
解
又
は
取
下
げ
が
行

わ
れ
た
も
の
七
件
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
の
十
四
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
関
係
地
方
裁
判
所
に
係
属 

ら
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
か
ら
昭
和
五
十
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
住
友
重
機
等
を
被
申
立
人
と
し
て
、
計
十

八
件
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
が
二

件
、
和
解
が
成
立
し
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
二
件
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
の
十
四
件
に
つ
い
て 

は
、
現
在
、
関
係
の
地
方
労
働
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
。 

な
お
、
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
二
件
の
う
ち
一
件
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
労
働
組
合

等
が
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
中
央
労
働
委
員
会
に
対
し
再
審
査
の
申
立
て
を
行
つ
て
い
る
。 六 

 



四
に
つ
い
て 

3 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
浦
賀
分
会
、
玉
島
分
会
、
住
友
重
機
支
部
等
の
役
員

等
か
ら
、
住
友
重
機
及
び
富
田
機
器
の
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
基
準
法
等
の
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
昭
和
四
十
六
年
以
降
、
計
二
十
三
件
の
申
告
が
行
わ
れ
た
の 

で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
は
申
告
に
係
る
事
業
場
に
対
し
て
臨
検
監
督
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
労
働

基
準
法
第
二
十
四
条
、
第
三
十
七
条
、
第
八
十
九
条
等
の
違
反
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
第
二
十
条
、
第
五
十

九
条
等
の
違
反
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
は
、
こ
れ
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
を

行
い
、
是
正
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
五
十
年
一
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
浦
賀
分
会
の
役
員
等
か
ら
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
調
査
中
で
あ
る
。 

中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

な
お
、
全
国
金
属
等
は
、
富
田
機
器
及
び
住
友
重
機
が
、
組
合
の
運
営
に
対
す
る
支
配
介
入
等
を
行
つ
た
と

し
て
、
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
に
、
両
社
を
被
申
立
人
と
し
て
、
三
重
県
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
不
当
労
働

行
為
救
済
申
立
て
を
行
い
、
現
在
、
同
事
件
は
同
地
方
労
働
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
。 

昭
和
四
十
八
年
六
月
二
十
日
、
松
山
地
方
法
務
局
に
対
し
、
住
友
重
機
愛
媛
製
造
所
運
搬
機
事
業
部
機
械
課

勤
務
の
伊
藤
邦
俊
か
ら
、
住
友
重
機
支
部
中
央
執
行
委
員
長
寺
川
実
を
代
理
人
と
し
て
、
同
僚
等
か
ら
人
権 

侵
犯
を
受
け
た
旨
の
申
告
が
な
さ
れ
た
た
め
、
同
地
方
法
務
局
に
お
い
て
調
査
し
た
結
果
、
人
権
侵
犯
の
事
実

が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
同
課
勤
務
の
前
野
紀
彦
ら
四
名
に
対
し
、
人
権
尊
重
の
理
念
を
啓
発
す
る
と
と
も
に
、

侵
犯
事
実
を
摘
示
し
反
省
善
処
を
促
し
た
と
こ
ろ
、
同
人
ら
は
そ
の
趣
旨
を
理
解
し
、
そ
の
行
為
に
行
き
過
ぎ 

現
在
、
住
友
重
機
は
、
富
田
機
器
（
資
本
金
額
一
億
円
）
の
発
行
済
株
式
の
全
数
を
所
有
し
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
。 

八 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

住
友
重
機
、
日
特
金
属
及
び
富
田
機
器
に
お
け
る
新
組
合
の
結
成
の
時
期
、
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
一
及
び

二
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
「
不
当
労
働
行
為
を
申
し
立
て
る
と
必
ず
第
二
組
合
が
結
成
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
不
明
で
あ
る
。 

労
働
組
合
等
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
に
対
し
て
、
労
働
組
合
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
労
働
委
員

会
に
対
し
て
そ
の
救
済
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
不
当
労
働
行
為
に
よ
る

権
利
侵
害
に
対
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
か
ら
労
働
者
を
救
済
す
る
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ 

と
適
切
を
欠
い
た
点
の
あ
つ
た
こ
と
を
卒
直
に
認
め
た
の
で
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
二
十
四
日
付
け
で
説
示
と

し
て
処
理
し
た
。 

九 

 



九
に
つ
い
て 

で
あ
る
。 

使
用
者
は
、
労
働
関
係
法
令
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
か
ね
て
か
ら
労
働
関

係
法
令
違
反
の
防
止
に
鋭
意
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
労
働
者
が
労
働
委
員
会
に
対
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
つ
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、

そ
の
労
働
者
を
解
雇
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
対
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
、
不
当
労
働
行
為
と
し
て

禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
労
働
組
合
法
第
七
条
第
四
号
参
照
。
）
。 

し
か
し
て
、
労
働
基
準
法
等
に
違
反
す
る
行
為
を
行
つ
た
使
用
者
に
対
し
て
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関
は
、

是
正
勧
告
等
を
行
う
と
と
も
に
、
特
に
悪
質
な
事
案
に
つ
い
て
は
送
検
等
の
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 ま

た
、
労
働
基
準
監
督
機
関
は
、
労
働
基
準
法
等
に
違
反
す
る
一
定
の
事
案
に
つ
い
て
関
係
行
政
機
関
と
の 

一
〇 

 



十
に
つ
い
て 

間
で
相
互
通
報
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
監
督
指
導
上
の
参
考
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
住
友
重
機

及
び
富
田
機
器
に
お
け
る
労
働
基
準
法
等
の
違
反
の
事
実
は
、
右
の
通
報
を
要
す
る
事
案
に
は
当
た
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。 

昭
和
四
十
三
年
七
月
に
、
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会
事
務
局
長
の
職
を
辞
し
た
北
村
久
寿
雄
が
、
同
年
八

月
、
浦
賀
重
工
業
株
式
会
社
の
要
請
に
よ
り
同
社
の
取
締
役
に
就
任
し
、
そ
の
後
昭
和
四
十
四
年
六
月
に
、
同

社
が
住
友
機
械
工
業
株
式
会
社
と
合
併
し
て
現
在
の
住
友
重
機
が
発
足
す
る
に
及
び
、
同
社
取
締
役
人
事
室
部

長
に
転
じ
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
に
は
常
務
取
締
役
に
就
任
、
現
在
に
至
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
な
お
、 

な
お
、
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
が
確
定
し
た
場
合
及
び
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
が
確
定
判
決
に
よ
つ
て

支
持
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
罰
則
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
労
働
組
合
法
第

二
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
参
照
。
）
。 

一
一 

 



十
一
に
つ
い
て 

住
友
重
機
が
昭
和
四
十
八
年
に
入
つ
て
か
ら
、
富
田
機
器
の
ほ
か
に
新
た
に
日
特
金
属
に
対
し
て
も
バ
イ
エ

ル
無
段
変
速
機
の
生
産
委
託
を
行
う
こ
と
と
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
同
変
速
機
に
対
す
る
需
要
が
増

大
し
た
も
の
の
、
富
田
機
器
の
生
産
能
力
の
拡
充
が
工
場
敷
地
の
取
得
難
か
ら
断
念
さ
れ
る
に
至
つ
た
結
果
で

あ
り
、
日
特
金
属
に
対
す
る
生
産
委
託
後
も
富
田
機
器
の
既
存
の
設
備
に
よ
る
同
変
速
機
の
生
産
は
引
続
き
維

持
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

同
人
と
住
友
重
機
に
お
け
る
労
使
紛
争
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
関
知
し
て
い
な
い
。 

ま
た
、
日
特
金
属
に
お
け
る
同
変
速
機
の
生
産
は
、
昭
和
四
十
八
年
下
期
以
降
同
社
の
売
上
げ
に
寄
与
す
る

に
至
つ
て
い
る
が
、
同
社
の
決
算
は
既
に
昭
和
四
十
七
年
下
期
か
ら
黒
字
に
転
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

な
お
、
そ
の
後
、
同
変
速
機
に
対
す
る
需
要
減
退
に
よ
り
、
富
田
機
器
に
お
い
て
は
、
本
年
四
月
希
望
退
職

者
募
集
の
提
案
が
同
社
か
ら
組
合
側
に
対
し
行
わ
れ
た
が
、
労
使
合
意
を
み
る
に
至
ら
ず
、
現
在
、
一
時
帰
休 

一
二 

 



 

一
三 

が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

十
二
に
つ
い
て 

英
国
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
陛
下
の
訪
日
に
際
し
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
殿
下
は
、
住
友
重
機
追

浜
造
船
所
を
視
察
さ
れ
る
予
定
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
視
察
先
は
、
現
地
視
察
を
行
つ
た
う
え
で
の
英
国
側

の
希
望
に
よ
り
、
選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

英
国
側
と
し
て
は
、
最
新
の
設
備
を
有
す
る
大
規
模
な
工
場
を
視
察
し
た
い
と
の
考
え
か
ら
、
同
造
船
所
の

視
察
を
希
望
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
事
情
に
か
ん
が
み
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
公
が
同
造
船
所
を
視
察

さ
れ
る
際
に
は
、
関
係
者
が
こ
ぞ
つ
て
歓
迎
し
、
つ
つ
が
な
く
視
察
が
行
わ
れ
、
そ
の
目
的
が
十
分
に
達
成
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




